
質
問
生
活
保
護
扶
助
費
の
過
年
度
分
の
国
へ
の
返
還
金

が
増
加
し
て
い
る
理
由
は
。

答
弁
被
保
護
者
に
つ
い
て
生
活
保
護
の
申
請
時
の
み
金

融
機
関
等
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
が
、
昨
年
民
事
訴
訟
を

行
っ
た
よ
う
に
悪
質
な
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
生

活
保
護
適
用
後
も
必
要
に
応
じ
生
命
保
険
な
ど
の
財
産
調

査
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
未
申
告
の
収
入

が
発
覚
し
、
保
護
費
の
財
源
が
４
分
の
３
が
国
庫
支
出
金

で
あ
る
た
め
、
国
へ
の
償
還
金
が
増
加
し
た
。

質
問
病
院
費
に
つ
い
て
、
市
民
病
院
は
地
方
公
営
企
業

法
を
全
部
適
用
し
て
、
予
算
権
や
人
事
権
が
事
業
管
理
者

に
付
与
さ
れ
た
。
新
た
に
機
械
器
具
類
を
整
備
す
る
際
の

購
入
査
定
の
判
断
基
準
は
。

答
弁
基
本
的

に
は
予
算
権
、

人
事
権
に
つ
い

て
は
管
理
者
が

行
う
。
現
在
は

最
低
限
必
要
な

も
の
を
協
議
し

な
が
ら
予
算
査

定
を
行
っ
て
い

る
。
査
定
の
基

準
の
策
定
に
つ

い
て
早
急
に
対

応
し
た
い
。

質
問
青
年
就
農
給
付
金
事
業
で
給
付
期
間
が
最
長
５
年

間
あ
る
の
で
将
来
の
設
計
を
し
っ
か
り
持
っ
て
も
ら
う
よ

う
指
導
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
弁
給
付
を
受
け
て
い
る
方
に
つ
い
て
は
職
員
が
現
場

に
行
っ
た
り
、
市
役
所
に
来
庁
を
願
っ
た
り
し
て
所
得
が

上
が
る
よ
う
指
導
・
説
明
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

質
問
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
に

市
民
交
流
プ
ラ
ザ
の
受
け
皿
と
な
る
団
体
が
正
式
に
決

ま
っ
て
い
な
い
。

答
弁
若
手
商
業
者
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
運
営
活
動
計
画

案
を
作
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
計
画
案
が
９
月
２０
日
の
取

締
役
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
れ
ば
交
流
プ
ラ
ザ
の
運
営
事

業
部
と
い
う
こ
と
で
活
動
を
ス
タ
ー
ト
す
る
。

質
問
公
共
下
水
道
事
業
費
が
大
幅
に
減
額
さ
れ
て
い
る

が
計
画
の
工
事
が
ど
れ
く
ら
い
縮
小
さ
れ
る
の
か
。

答
弁
三
日
月
処
理
区
で
１
８
９
０
ｍ
に
、
芦
刈
処
理

区
で
２
９
９
０
ｍ

に
変
更
に
な
る
。

以
前
は
下
水
道
の

場
合
１
０
０
％
予

算
が
つ
い
て
い
た

が
、
東
日
本
大
震

災
後
、
約
２５
％
削

ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

▲経営上の課題も多い小城市民病院

委 員 会 報 告
　９月９日の本会議において、各常任委員会に付託された　９月９日の本会議において、各常任委員会に付託された
議案審査は、慎重な審査の結果、全議案について可決した。議案審査は、慎重な審査の結果、全議案について可決した。

質
問
防
犯
灯
設
置
の
基
数
・
場
所
・
こ
の
補
助
金
で
基

数
は
何
基
か
ら
何
基
に
増
え
る
の
か
、
ま
た
金
額
は
要
望

さ
れ
た
地
区
全
部
取
り
残
し
な
く
整
備
す
る
額
か
。

答
弁
当
初
予
算
で
１
０
０
基
１
５
０
万
円
を
計
上
し
て

い
た
が
、
区
長
会
等
の
要
望
で
防
犯
灯
の
要
望
調
査
を
し

全
体
で
２
５
３
基
の
補
助
に
な
る
。

質
問
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
変
更
の
委
員
の
人
選
は
７

人
だ
が
、
旧
町
そ
れ
ぞ
れ
７
人
で
計
２８
人
な
の
か
。
委
員

の
人
選
で
公
共
的
団
体
と
学
織
経
験
者
は
ど
う
い
う
基
準

で
選
ぶ
の
か
。

答
弁
旧
町
か
ら
７
名
で
計
２８
名
任
命
す
る
。
公
共
的
団

体
と
は
商
工
会
議
所
、
地
域
の
中
で
結
成
さ
れ
て
い
る
団

体
等
で
学
織
経
験
者
は
行
政
の
中
で
経
験
を
積
ま
れ
た
方

や
学
織
的
教
育
機
関
に
お
ら
れ
た
方
を
想
定
し
て
い
る
。

質
問
牛
津
庁
舎

の
防
災
行
政
無
線

移
転
先
は
ど
う
い

う
計
画
な
の
か
。

答
弁
防
災
行
政

無
線
の
親
局
の
移

転
は
済
ん
で
お
る

が
、
子
局
に
つ
い

て
は
ま
だ
移
転
が

済
ん
で
い
な
い
の

で
今
回
移
転
す
る

も
の
で
あ
る
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

総

務

常

任

委

員

会

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

▲新規就農者の経営を支援する青年就農給付金

▲解体される旧牛津庁舎

5 小城市議会だより ２０１３年１１月号




